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発行 １８．７．４ 

ＪＲ東労組  業務部 

・支社企画部門社員は乗務員勤務は適用しない。作業ダイヤの中で乗務する。 
・「日勤」「変形」「交代」の勤務種別に定められた休憩時間を付与する。 
・労働基準法施行規則第３２条に基づかない。 

・標準数の算出基礎は、業務量の目安である。 
・標準数は業務量の積算である。 
・乗務員の場合は、列車本数が業務量であり、それをまわせる人数が標準数であるこ
とに変わりはない。 
・標準数よりも、どのように社員の配置をおこなっていくかが肝である。 

・支社企画部門社員は変形勤務なので、予備組ではない。 
・指導担当等と当務主務についても、予備組ではない。 

・選択肢が広がるため、メリットしかないと思っている。 
・育児介護 Aの期間を延長してほしいなどの意見があることは承知している。 
・現在、育児介護 Aの行路は日中帯にしかないので、早朝もつくり選択肢を増やす。 
・会社としても努力するが、社員の自助努力が必要である。 

A・全くないわけではないが、微々たるもの。片手で足りるか足らない程度。 
Q・一人でも本人にとっては重大なことだ。無くしていくことが変革 2027年に謳われ
ていることではないのか。その認識はずれてはいないか。 

A・運用に課題があるか考えるところはある。ゼロに近づける努力はしないといけない。 
Q・再就職支援制度の呼びかけはするのか。 
A・実際に使っている人もいるし、他にもいろいろな選択肢を検討していく。 

A・一般線区、稠密線区問わず作成していく。 
Q・育休から復帰した際に、短時間行路がない場合は対応できるのか。 
A・申請があれば準備する。変行路でつくる。 
Q・線区ごとの形態や箇所の実態があるので地方での議論を保証していただきたい。 
A・行路の中身は区所ごとに声が出ている。やりやすい行路になるようにつくっていく。 
・地方の日中帯の行路作成は難しいがニーズに合わせ努めてやっていく。 


